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。
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第
十
一
回
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
宮
城
大
会
実
施
本
部
設
置
規
程

　

（
設
置
）

第 

一
条　

第
十
一
回
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
宮
城
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
事
務
を
円
滑
に
処
理

す
る
た
め
、
第
十
一
回
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
宮
城
大
会
実
施
本
部
（
以
下
「
実
施
本
部
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
組
織
及
び
所
掌
事
務
）

第 

二
条　

実
施
本
部
に
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
を
置
き
、
そ
の
分
掌
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２ 　

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
班
を
置
き
、
そ
の
分
掌
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　

（
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
付
）

第
三
条　

実
施
本
部
に
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
付
を
置
く
。

２　

本
部
長
は
知
事
を
、
副
本
部
長
は
副
知
事
を
も
っ
て
充
て
る
。

３　

本
部
付
は
、
農
林
水
産
部
次
長
を
充
て
る
。

４　

本
部
長
は
、
実
施
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
実
施
本
部
を
代
表
す
る
。

５ 　

副
本
部
長
は
、
本
部
長
を
補
佐
し
、
本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
部
長
が
定
め
た
順
序
で
、

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６ 　

本
部
付
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
実
施
本
部
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
命
に
係
る
事
務
を
処
理
す

る
。

　

（
部
長
及
び
副
部
長
）

第
四
条　

部
に
、
部
長
及
び
副
部
長
を
置
く
。

２　

部
長
及
び
副
部
長
は
、
本
部
長
が
別
に
定
め
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

３　

部
長
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

４　

副
部
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
部
長
を
補
佐
し
、
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
班
長
、
副
班
長
及
び
班
員
）

第
五
条　

班
に
、
班
長
、
副
班
長
及
び
班
員
を
置
く
。

発　　　　行
宮 城 県
（総務部私学文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話 022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）



第2881号　平成29年８月４日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報

２　

班
長
、
副
班
長
及
び
班
員
は
、
本
部
長
が
別
に
定
め
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

３　

班
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
を
処
理
し
、
班
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

４ 　

副
班
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
班
長
を
補
佐
し
、
班
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
副
班
長
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
部
長
が
定
め
た
順
序
で
、
そ
の
職
務
を
代

理
す
る
。

５　

班
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
担
任
事
務
に
従
事
す
る
。

　

（
庶
務
）

第 

六
条　

実
施
本
部
の
各
部
に
お
け
る
庶
務
の
総
括
は
、
農
林
水
産
部
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
推
進
室
に
お
い
て
処
理

す
る
。

　

（
委
任
）

第 

七
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
本
部
長
が
別
に

定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
訓
令
の
失
効
）

２　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
十
二
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

部

分　
　
　

掌　
　
　

事　
　
　

務

総
務
広
報
部

一　

実
施
本
部
に
係
る
事
務
の
総
括
及
び
各
部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

広
報
、
調
査
、
報
道
及
び
記
者
会
見
に
関
す
る
こ
と
。

四　

来
場
者
へ
の
案
内
並
び
に
大
会
資
料
の
配
布
及
び
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

五　

大
会
の
記
録
等
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

六　

実
施
本
部
に
係
る
事
務
で
、
他
部
の
事
務
に
属
さ
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

式
典
来
賓
部

一　

開
会
式
及
び
閉
会
式
の
式
典
（
以
下
「
式
典
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
役
員
及
び
招
待
者
の
受
付
及
び
接
遇
に
関
す
る
こ
と
。

三　

お
成
り
に
関
す
る
こ
と
。

催
事
部

一 　

催
事
を
行
う
区
域
（
以
下
「
エ
リ
ア
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
大
会
会
場
（
種
牛
の

部
の
審
査
会
場
を
含
み
、
肉
牛
の
部
会
場
（
肉
牛
の
部
の
審
査
会
場
、
展
示
会
場
及
び

枝
肉
セ
リ
会
場
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
の
管
理
及
び
催
事
の

運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二　

各
エ
リ
ア
の
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

施
設
環
境
部

一　

施
設
、
設
備
及
び
仮
設
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
会
場
の
美
化
及
び
環
境
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

消
防
部

　

大
会
会
場
の
消
防
及
び
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

警
備
部

　

大
会
会
場
の
警
備
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

交
通
対
策
部

一　

駐
車
場
の
運
営
及
び
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
会
場
周
辺
及
び
最
寄
駅
に
お
け
る
来
場
者
の
誘
導
及
び
案
内
に
関
す
る
こ
と
。

家
畜
衛
生
部

一　

大
会
会
場
の
家
畜
衛
生
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
会
場
及
び
搬
入
車
両
の
消
毒
に
関
す
る
こ
と
。

三　

種
牛
の
部
の
出
品
牛
の
臨
床
検
査
及
び
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

種
牛
対
策
部

一　

種
牛
の
部
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二　

種
牛
の
部
の
出
品
牛
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。

三　

種
牛
の
部
の
出
品
牛
の
個
体
確
認
並
び
に
予
備
審
査
及
び
審
査
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

四　

種
牛
の
部
の
牛
舎
管
理
、
敷
料
配
布
及
び
堆
肥
置
き
場
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五　

種
牛
の
部
の
審
査
会
場
内
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

六　

復
興
特
別
出
品
区
及
び
審
査
競
技
会
の
審
査
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

肉
牛
対
策
部

一　

肉
牛
の
部
の
総
括
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

肉
牛
の
部
の
輸
送
及
び
交
通
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

肉
牛
の
部
会
場
の
消
防
及
び
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

四　

肉
牛
の
部
会
場
の
警
備
及
び
危
機
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五　

肉
牛
の
部
会
場
の
仮
繋
留
所
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六 　

肉
牛
の
部
の
審
査
会
場
、
展
示
会
場
及
び
枝
肉
セ
リ
会
場
の
運
営
及
び
管
理
に
関
す

る
こ
と
。

七　

肉
牛
の
部
の
出
品
牛
の
審
査
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

八　

肉
牛
の
部
の
出
品
牛
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

部

班

分　
　

掌　
　

事　
　

務

総
務
広
報
部

総
合
班

一　

実
施
本
部
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二 　

実
施
本
部
に
係
る
事
務
の
総
括
及
び
各
部
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

三 　

関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

不
測
の
事
態
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

五 　

他
部
及
び
部
内
の
他
班
の
事
務
に
属
さ
な
い
事
項
に
関
す
る
こ

と
。

案
内
・
放
送
班

一 　

総
合
案
内
所
の
運
営
及
び
来
場
者
の
案
内
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
会
場
内
の
放
送
に
関
す
る
こ
と
。

三　

大
会
資
料
の
配
布
及
び
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

広
報
班

一　

報
道
機
関
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

式
典
来
賓
部

式
典
班

一　

式
典
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

式
典
に
お
け
る
和
牛
出
品
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
式
典
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

来
賓
接
待
・
受
付

班

　

大
会
役
員
及
び
招
待
者
の
受
付
及
び
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

お
成
り
班

　

お
成
り
に
関
す
る
こ
と
。

催
事
部

震
災
復
興
エ
リ
ア

一 　

震
災
復
興
エ
リ
ア
の
管
理
及
び
催
事
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。
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班

二 　

震
災
復
興
エ
リ
ア
の
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

道
府
県
Ｐ
Ｒ
エ
リ

ア
班

一 　

道
府
県
Ｐ
Ｒ
エ
リ
ア
の
管
理
及
び
催
事
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二　

道
府
県
Ｐ
Ｒ
エ
リ
ア
の
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

和
牛
振
興
エ
リ
ア

班

一 　

和
牛
振
興
エ
リ
ア
の
管
理
及
び
催
事
の
運
営
に
す
る
こ
と
。

二　

和
牛
振
興
エ
リ
ア
の
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

宮
城
県
Ｐ
Ｒ
エ
リ

ア
班

一 　

宮
城
県
Ｐ
Ｒ
エ
リ
ア
の
管
理
及
び
催
事
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二　

宮
城
県
Ｐ
Ｒ
エ
リ
ア
の
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

協
賛
企
業
団
体
エ

リ
ア
班

一 　

協
賛
企
業
団
体
エ
リ
ア
の
管
理
及
び
催
事
の
運
営
に
関
す
る
こ

と
。

二 　

協
賛
企
業
団
体
エ
リ
ア
の
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

施
設
環
境
部

施
設
環
境
班

一　

施
設
、
設
備
及
び
仮
設
物
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
会
場
の
美
化
及
び
環
境
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

臭
気
対
策
班

一　

大
会
会
場
の
消
臭
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二　

種
牛
の
部
の
審
査
会
場
の
換
気
に
関
す
る
こ
と
。

消
防
部

消
防
・
救
護
班

一　

大
会
会
場
の
消
防
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
会
場
の
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

警
備
部

警
備
班

　

大
会
会
場
の
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

共
進
会
エ
リ
ア
・

ゲ
ー
ト
管
理
班

　

牛
舎
等
の
管
理
及
び
種
牛
の
部
の
審
査
会
場
の
来
場
者
の
誘
導
に

関
す
る
こ
と
。

交
通
対
策
部

交
通
対
策
統
括
班
　

大
会
会
場
へ
の
来
場
者
輸
送
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

夢
メ
ッ
セ
み
や
ぎ

班

一 　

大
会
会
場
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
乗
降
者
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二 　

大
会
会
場
に
お
け
る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
乗
降
者
の
誘
導
に
関
す
る

こ
と
。

関
係
者
駐
車
場
班
　

関
係
者
駐
車
場
の
管
理
及
び
関
係
車
両
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

中
野
栄
駅
班

　

中
野
栄
駅
に
お
け
る
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

渋
滞
緩
和
対
策
班

一　

迷
惑
駐
車
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
会
会
場
周
辺
道
路
の
渋
滞
緩
和
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

蒲
生
北
部
駐
車
場

班

　

蒲
生
北
部
駐
車
場
に
お
け
る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
乗
降
者
の
誘
導
に
関

す
る
こ
と
。

家
畜
衛
生
部

家
畜
衛
生
統
括
班
　

大
会
会
場
の
家
畜
衛
生
管
理
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

家
畜
衛
生
班

一　

大
会
会
場
及
び
関
連
施
設
の
消
毒
に
関
す
る
こ
と
。

二 　

大
会
会
場
に
お
け
る
家
畜
搬
入
車
両
の
消
毒
に
関
す
る
こ
と
。

三　

来
場
者
の
消
毒
に
関
す
る
こ
と
。

検
診
・
診
療
班

一 　

種
牛
の
部
に
お
け
る
出
品
牛
搬
入
時
の
臨
床
検
査
に
関
す
る
こ

と
。

二　

種
牛
の
部
の
出
品
牛
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

種
牛
対
策
部

種
牛
対
策
統
括
班
　

種
牛
の
部
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

出
品
牛
輸
送
班

　

種
牛
の
部
の
出
品
牛
の
輸
送
車
両
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

出
品
牛
審
査
班

一 　

種
牛
の
部
の
出
品
牛
の
個
体
確
認
及
び
予
備
調
査
に
関
す
る
こ

と
。

二　

種
牛
の
部
の
出
品
牛
の
審
査
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

牛
舎
管
理
班

　

牛
舎
、
敷
料
配
布
及
び
堆
肥
置
き
場
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

審
査
会
場
管
理
班

一 　

種
牛
の
部
の
審
査
会
場
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二 　

種
牛
の
部
の
審
査
会
場
の
来
場
者
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

復
興
特
別
出
品

区
・
審
査
競
技
会

班

　

復
興
特
別
出
品
区
及
び
審
査
競
技
会
の
審
査
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

肉
牛
対
策
部

肉
牛
対
策
統
括
班
　

肉
牛
の
部
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

輸
送
班

一　

肉
牛
の
部
の
出
品
牛
の
輸
送
に
関
す
る
こ
と
。

二　

肉
牛
の
部
会
場
の
駐
車
場
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三 　

肉
牛
の
部
会
場
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
運
行
に
関
す
る
こ
と
。

交
通
対
策
班

　

肉
牛
の
部
会
場
に
お
け
る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
乗
降
者
の
誘
導
に
関
す

る
こ
と
。

消
防
・
救
護
班

　

肉
牛
の
部
会
場
の
消
防
及
び
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

警
備
班

　

肉
牛
の
部
会
場
の
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

仮
繋
留
場
管
理
班
　

仮
繋
留
所
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

審
査
・
展
示
会
場

管
理
班

　

肉
牛
の
部
の
審
査
会
場
及
び
展
示
会
場
の
運
営
及
び
管
理
に
関
す

る
こ
と
。

セ
リ
会
場
管
理
班
　

枝
肉
セ
リ
会
場
の
運
営
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

出
品
牛
審
査
班

　

肉
牛
の
部
の
出
品
牛
の
審
査
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

肉
牛
衛
生
班

一 　

肉
牛
の
部
会
場
に
お
け
る
家
畜
搬
入
車
両
の
消
毒
に
関
す
る
こ

と
。

二 　

肉
牛
の
部
に
お
け
る
出
品
牛
搬
入
時
の
臨
床
検
査
に
関
す
る
こ

と
。

三　

肉
牛
の
部
の
出
品
牛
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
唯
越
二
五
の
一
、
二
五
の
四
、
二
五
の
六
、
二
六
の
一
、
二
六
の
四
、
二
七
の
一
か
ら
二
七
の

三
ま
で
、
二
七
の
五
、
二
八
の
一
、
二
八
の
三
、
二
八
の
四
、
二
八
の
七
、
三
二
の
一
か
ら
三
二
の
三
ま
で
、
三
二

の
五
、
三
三
の
一
、
三
三
の
三
、
三
三
の
五
、
三
三
の
六
、
四
〇
の
四
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二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
湊
字
隠
里
山
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
西
舞
根
二
二
〇
の
三
（
国
有
林
）、
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
館
浜
一
五
八
の
一
・
一
五
九

の
三
・
一
五
九
の
五
（
以
上
三
筆
国
有
林
）、
石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
下
雄
勝
二
の
二

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
沖
田
六
五
の
六
・
六
五
の
七
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的                 

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

三
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

気
仙
沼
市
駒
形
二
八
の
二
（
国
有
林
）、
高
井
二
六
八
の
四
（
国
有
林
）、
唐
桑
町
西
舞
根
一
六
八
の
五
・
一
九

七
の
四
・
二
二
〇
の
三
（
以
上
三
筆
国
有
林
）、
本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
小
涼
五
の
三
（
国
有
林
）、
歌
津
字
館

浜
一
五
八
の
一
・
一
五
九
の
三
・
一
五
九
の
五
（
以
上
三
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的                 

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

四
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
丑
太
郎
一
の
二
（
国
有
林
）、
字
家
上
二　

三
〇
の
三
（
国
有
林
）、
字
馬
越
八
の
二
一

か
ら
八
の
二
三
ま
で
（
以
上
三
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
朝
日
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
朝
日
一
丁
目
二
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
五
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日
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平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

今
田　

信
一

二
級
建
築
士

第
千
二
百
六
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

田
上　

政
吉

二
級
建
築
士

第
千
三
百
二
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

芳
賀　

勝
男

二
級
建
築
士

第
千
四
百
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

戸
田　

信
勝

二
級
建
築
士

第
千
四
百
二
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

小
野　

敏
朗

二
級
建
築
士

第
千
四
百
三
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
藤　

正

二
級
建
築
士

第
千
四
百
四
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

林
田　

和
夫

二
級
建
築
士

第
千
四
百
五
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

齋
藤　

博
一

二
級
建
築
士

第
千
五
百
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

阿
部　

徹
夫

二
級
建
築
士

第
千
五
百
四
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

八
木　

亨

二
級
建
築
士

第
千
五
百
五
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
々
木　

力

二
級
建
築
士

第
千
五
百
九
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
藤　

正
治

二
級
建
築
士

第
千
六
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

千
葉　

甚
一

二
級
建
築
士

第
千
六
百
二
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

柴
田　

一
治

二
級
建
築
士

第
千
六
百
三
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

齋
藤　

清
助

二
級
建
築
士

第
千
六
百
五
十
八

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

十
六
日

号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

西
條　

洋
春

二
級
建
築
士

第
千
六
百
九
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

岡
田　

喜
四

男

二
級
建
築
士

第
千
六
百
九
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

角
張　

重
一

二
級
建
築
士

第
千
七
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

菅
又　

自
治

二
級
建
築
士

第
千
七
百
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
藤　

祥
藏

二
級
建
築
士

第
千
七
百
二
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

千
葉　

正
治

二
級
建
築
士

第
千
七
百
五
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

加
藤　

忠
志

二
級
建
築
士

第
千
七
百
五
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

青
木　

義
一

二
級
建
築
士

第
千
七
百
六
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

阿
部　

藤
俊

二
級
建
築
士

第
千
七
百
六
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

高
橋　

孝
雄

二
級
建
築
士

第
千
七
百
八
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

三
浦　

信
夫

二
級
建
築
士

第
千
七
百
九
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
藤　

敏
雄

二
級
建
築
士

第
千
八
百
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
藤　

栄

二
級
建
築
士

第
千
八
百
四
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

照
井　

俊
吾

二
級
建
築
士

第
千
八
百
六
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

日
高　

茂

二
級
建
築
士

第
千
八
百
七
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

今
藤　

善
一

郎

二
級
建
築
士

第
千
八
百
七
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
藤　

奬

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

石
堂　

喜
義

二
級
建
築
士

第
千
八
百
八
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

一
柳　

民
三

二
級
建
築
士

第
千
九
百
二
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

桜
井　

和
郎

二
級
建
築
士

第
千
九
百
三
十
五

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
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十
六
日

号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

久
保
田　

逹

夫

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

石
沢　

隆

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

村
田　

次
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
五
十
一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

樋
熊　

六
郎

二
級
建
築
士

第
三
千
七
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

後
藤　

定
恒

二
級
建
築
士

第
三
千
八
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

小
野
寺　

富

雄

二
級
建
築
士

第
三
千
九
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

押
田　

朋
江

二
級
建
築
士

第
三
千
百
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

管
野　

愽

二
級
建
築
士

第
三
千
百
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

藤
田　

昭
吾

二
級
建
築
士

第
三
千
百
三
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

佐
藤　

武
寿

二
級
建
築
士

第
三
千
百
九
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

村
岡　

鉄
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

曳
地　

房
美

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
五
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

菅
原　

栄
吾

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
八
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

小
野
寺　

秀

寿

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

鈴
木　

智

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

阿
部　

五
郎

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

平
山　

嘉
彦

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

松
浦　

清

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
二
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

齋
藤　

博
司

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
三
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

狩
野　

政
吉

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
四
十

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

十
六
日

三
号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

石
川　

勝
義

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
四
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

島
貫　

俊
一

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
四
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

宍
戸　

昭
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
五
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

田
治　

康
作

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

只
野　

公
喜

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
四
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

相
沢　

博

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
六
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
六
日

宍
戸　

二
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
県
営
鹿
又
地
区
土
地
改
良
事
業
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
計
画
の
変
更
に
当
た

り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行
う
の

で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計

画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

県
営
鹿
又
地
区
土
地
改
良
事
業
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
変
更
計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

　
　

石
巻
市
役
所

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
九
年
九
月
四
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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送
付
先　

〒
九
八
六－

〇
八
一
二　

宮
城
県
石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
の
三
十
二

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｅ
ｔ－

ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｌ
ｇ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
石
巻
市
役
所
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ

れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
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よ
り
許
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し
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の
開
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域
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区
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発
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完
了
し
た
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八
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城
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井　
　

嘉　
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一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
大
曲
字
八
幡
三
十
八
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

名
取
市
愛
島
郷
二
丁
目
九
番
地
の
一

 

星　

カ
ツ
子　
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都
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十
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の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
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八
月
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宮
城
県
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井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
田
高
字
原
六
十
七
番
一
、
百
三
十
五
番
の
一

部
、
百
三
十
七
番
、
百
三
十
九
番
、
百
四
十
番
、
百
四
十

一
番
、
六
十
七
番
一
地
先
の
道
の
一
部
、
百
三
十
五
番
地

先
の
水
の
一
部
、
百
三
十
九
番
地
先
の
道
、
同
市
高
舘
吉

田
字
野
来
二
十
九
番
四
地
先
の
水
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

多
賀
城
市
大
代
一
丁
目
一
番
三
十
四
号

 

佐
藤　

甚
一
朗　
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区
）
に
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発
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は
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そ
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を
完
了
し
た
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平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
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宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
字
西
天
神
十
五
番
二
、
十
五
番

三
、
十
九
番
一
、
二
十
番
、
二
十
九
番
、
三
十
番
、
三
十

七
番
、
三
十
八
番
、
十
五
番
一
の
一
部
、
三
十
六
番
の
一

部
、
百
九
番
二
の
一
部
、
百
二
十
二
番
二
の
一
部
、
百
二

十
二
番
三
の
一
部
、
百
二
十
二
番
四
の
一
部
、
百
二
十
二

番
五
の
一
部
、
百
二
十
二
番
六
の
一
部
、
百
二
十
二
番
七

の
一
部
、
百
二
十
二
番
八
の
一
部
、
十
九
番
一
地
先
の
道

の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
入
山
三
十
四
番
地

 

大
東
住
宅
株
式
会
社　
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